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サンライフ笠岡の使用料の改正について（お知らせ） 

 

平素からサンライフ笠岡を御利用いただきまして，厚く御礼申し上げま

す。 

さて，この度，サンライフ笠岡では，昨今の労務単価の上昇や物価の高

騰により維持管理経費が増加傾向にあることから，使用料を改正させてい

ただくことになりました。 

「教養文化室」及び「図書室」の料金区分について，他の研修室，講習

室等と同様の料金区分に変更し，料金体系の統一を図るとともに，研修室

等の使用料金は「基本使用料」と，冷暖房使用に係る料金は「冷暖房使用

料」とし，分かりやすい表記に改めております。 

なお，使用料の改正につきましては，令和８年４月１日からとなります。 

今後ともサンライフ笠岡の利用につきまして，御理解と御協力を賜りま

すよう，よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 



 

【変更前】 

使用料 

（単位：円） 

区分 午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日 

午前９時～

午前１２時 

午後１時～

午後５時 

午後６時～

午後９時 

午前９時～

午後５時 

午後１時～

午後９時 

午前９時～

午後９時 

第一研修室 冷暖房使用時 １，６２０ ２，１７０ １，６２０ ３，７９０ ３，７９０ ５，４１０ 

上記以外 １，３１０ １，７５０ １，３１０ ３，０６０ ３，０６０ ４，３７０ 

第二研修室 冷暖房使用時 ７６０ １，０８０ ７６０ １，８４０ １，８４０ ２，６００ 

上記以外 ６５０ ８７０ ６５０ １，５２０ １，５２０ ２，１７０ 

第一講習室 冷暖房使用時 ６４０ ９６０ ６４０ １，６００ １，６００ ２，２４０ 

上記以外 ５４０ ７６０ ５４０ １，３００ １，３００ １，８４０ 

第二講習室 冷暖房使用時 ２，９２０ ４，０１０ ２，９２０ ６，９３０ ６，９３０ ６，９３０ 

上記以外 ２，３００ ３，１８０ ２，３００ ５，４８０ ５，４８０ ７，７８０ 

多目的ホール 冷暖房使用時 ２，０２０ ２，８１０ ２，０２０ ４，８３０ ４，８３０ ６，８５０ 

上記以外 １，６２０ ２，２７０ １，６２０ ３，８９０ ３，８９０ ５，５１０ 

教養文化室及び図書室 １人１回につき １００ 

備考 営業の目的で使用する場合の使用料は，この表に掲げる額に５割相当額を加算する。 

 

 

 

 



 

【変更後】令和8年4月1日～ 

使用料一覧 

 

 

区分 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 

9時～12時 13時～17時 18時～21時 9時～12時 13時～17時 18時～21時 

第一研修室 

（定員５４） 

基本使用料 ２，１２０ ２，８３０ ２，１２０ ３，１８０ ４，２４５ ３，１８０ 

冷暖房使用料 ３１０ ４２０ ３１０ ４６５ ６３０ ４６５ 

第二研修室 

（定員２４） 

基本使用料 １，０３０ １，４１０ １，０３０ １，５４５ ２，１１５ １，５４５ 

冷暖房使用料 １１０ ２１０ １１０ １６５ ３１５ １６５ 

第一講習室 

（定員２０） 

基本使用料 ８６０ １，２４０ ８６０ １，２９０ １８６０ １，２９０ 

冷暖房使用料 １００ ２００ １００ １５０ ３００ １５０ 

調理室 

（定員４０） 

基本使用料 １，８９０ ２，６１０ １，８９０ ２，８３５ ３，９１５ ２，８３５ 

冷暖房使用料 ６２０ ８３０ ６２０ ９３０ １，２４５ ９３０ 

多目的ホール 

 

基本使用料 ２，４２０ ３，３８０ ２，４２０ ３，６３０ ５，０７０ ３，６３０ 

冷暖房使用料 ４００ ５４０ ４００ ６００ ８１０ ６００ 

和 室 基本使用料 １，２５０ １，７５０ １，２５０ １，８７５ ２，６２５ １，８７５ 

冷暖房使用料 １４０ ２８０ １４０ ２１０ ４２０ ２１０ 

図書室 

（定員４） 

基本使用料 ３７０ ５１０ ３７０ ５５５ ７６５ ５５５ 

冷暖房使用料 ４０ ８０ ４０ ６０ １２０ ６０ 

備考 営業の目的で使用する場合の使用料は，一般利用額に５割相当額を加算する。 

 

経過措置 改正後の条例の規定は，施行日後に許可し，又は納付する使用料について適用し，施行日前に

許可し，又は納付した使用料については，なお従前の例による。 

一 般 利 用 営 業 利 用 


